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第１表　給料表別、部局別人員

知事部局
(企業職員
を除く)

警 察 議 会
教 育
委 員 会

そ の 他 の
行政委員会

企業職員

人 人 人 人 人 人 人 ％ ％

企
業
職
員

行 政 職

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

職職　　　　  員員  　　　　給給  　　　　与与

区　　分

行 政 職

教 育 職 一

部  局  別  人  員

給料表別構成比

計

医 療 職 一

医 療 職 二

医 療 職 三

計

行 政 職

公 安 職

研 究 職

教 育 職 二

合 計

教育職 二

参
　
　
考

技 能
労 務 職

総 計

部 局 別
構 成 比

県
費
負
担
職
員

計

参考資料 １
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第２表　平均給与月額

行 政 職 公 安 職 教育職 一 教育職 二

人

給 料 円

諸 手 当 円

計 円

歳

大 学 卒 ％

短 大 卒 ％

高 校 卒 ％

中 学 卒 ％

（注）１
２

３

　行政職及び教育職(二)の適用人員には、それぞれ県費負担職員を含む。
　給料には、給料の調整額及び教職調整額を含む。

　諸手当は、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当
（基礎額）、特地勤務・へき地手当（これに準ずるものを含む。）、寒冷地手
当、義務教育等教員特別手当及び管理職手当である。
　公民較差算定対象職員（新規採用者を除く行政職職員）の職員数は 人、平均給
与月額は、 円、平均年齢は 歳である。

全 給 料 表
う ち 主 な も の

学
歴
別
構
成
比

平
均
給
与
月
額

適 用 人 員

区 分

平 均 年 齢

参考
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参考資料 ２

民民間間給給与与実実態態調調査査のの 概概要要

１ 調査の目的と 時期

こ の調査は、 本県の一般職の職員の給与を検討するため、 令和６ 年４ 月現在における

民間給与の実態を令和６ 年４ 月から ６ 月にかけて調査し たも のである 。

２ 調査機関

本委員会並びに人事院及び各県等の人事委員会

３ 調査の範囲

( 1) 調査対象事業所

企業規模50人以上で、 かつ、 事業所規模50人以上の県内の民間事業所587事業所（ 従業員

数85, 749人)
( 2) 調査対象職種

76職種（ 行政職相当職種22職種、 その他の職種54職種）

４ 調査対象の抽出

( 1) 標本事業所の抽出

上記３ の ( 1)に記載し た事業所を統計上の理論に従い、 産業、 規模等によ り 13層に

層化し 、 経費、 労力等を考慮し て定めた抽出率を用いて、 こ れら の層から 153事業所

を無作為に抽出し 、 実地調査を行った。

調査の完結し た事業所は、 第３ 表のと おり である 。

( 2) 従業員の抽出

初任給関係以外の調査職種について、 こ れに該当する従業員が多数にのぼる と きは

抽出した従業員について調査を行った。 なお、 臨時の従業員及び役員はすべて除外した。

( 3) 調査実人員

6, 070人（ う ち初任給関係469人） であるが、 行政職に相当する調査実人員は5, 337人
（ う ち初任給関係407人） である。 なお、 調査職種該当者（ 母集団） の推定数は28, 160人
であり 、 う ち行政職に相当するも のは22, 881人である 。

５ 集 計

( 1) 総計及び平均の算出に際し ては、 すべて抽出率の逆数を乗ずるこ と によ り 母集団に

復元し た。

( 2) 集計については、 その一部を人事院に依頼し た。
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第３表　産業別、規模別調査事業所数

 事業所 事業所 事業所 事業所

産 業 計

建 設 業

製 造 業

電気・ガス・熱供給・水道業

卸 売 業 、 小 売 業

学術研究、専門・技術サービス業

金 融 業 、 保 険 業

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業

教育、学習支援業、医療、福祉

情報通信業、運輸業、郵便業

規 模 計 500人以上
100人以上
500人未満

100人未満

サ ー ビ ス 業 （ そ の 他 ）

(注)  １　上記のほか、実地調査に際し、調査不能・規模不適の事業所が21あった。

　　　２　「500人以上」とは企業規模500人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業
　　　　所を、「100人以上500人未満」とは企業規模100人以上500人未満で、かつ、事
　　　　業所規模50人以上の事業所を、「100人未満」とは企業規模50人以上100人未満
　　　　で、かつ、事業所規模50人以上の事業所をいう。(以下、下表について同じ。)

企 業 規 模

産 業

第４表　職種別、学歴別、規模別初任給

円 円 円 円

　　新卒事務員

　　新卒技術者 ※

計

　　新卒事務員 ※

　　新卒技術者 －

計

　　新卒事務員

　　新卒技術者 ※

計

（注）１　金額は、きまって支給する給与から時間外手当、家族手当、通勤手当等特定の者
　　　　にのみ支給される給与を除き、公務員の地域手当に相当する額を含むものであり、
　　　　採用のある事業所について平均したものである。

　　　２　「※」は、調査事業所が１事業所の場合である。

　　　３　「－」は、該当人員のいないことを示す。

　備考  職員の場合、現行の初任給（事務・技術共通）は、大学卒程度 196,700円、短大卒
    　程度 179,500円、高校卒程度 167,000円である。

100人未満 規模計

大 学 卒

短 大 卒

高 校 卒

学　　　歴 職       種 500人以上
100人以上
500人未満
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第５表　職種別、規模別、学歴別給与額等

　その１　規模計

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

（注）「※」は、調査実人員が１人の場合である。（以下この表において同じ。）

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

中　学　卒

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

（注）「中間職（○○－○○間）」とは、前後の職の両方がいる場合で、役職、職能資格又は給与上の等級
　　（格付）から職責が前後の職の間に位置付けられる者をいう。（以下その２からその４において同じ。）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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　その２　規模500人以上（企業規模500人以上で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 ※ ※ ※ ※ 任者を除く。)

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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　その３　規模500人未満（企業規模100人以上500人未満で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 ※ ※ ※ ※ 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 任者を除く。)

高　校　卒 ※ ※ ※ ※

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 ※ ※ ※ ※ 同　　    　上

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

技  術  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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　その４　規模100人未満（企業規模50人以上100人未満で、かつ、事業所規模50人以上の事業所）

人 歳 円 円 円

支　店　長 構成員 人以上の

大　学　卒 支店 社 の長 取締

短　大　卒 役兼任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

工　場　長 構成員 人以上の

大　学　卒 工場の長 取締役兼

短　大　卒 任者を除く。)

高　校　卒

中　学　卒

事　務　部　長

大　学　卒

短　大　卒 ※ ※ ※ ※

高　校　卒

中　学　卒

技　術　部　長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事 務 部 次 長 ※ ※ ※ ※

大　学　卒

短　大　卒 ※ ※ ※ ※

高　校　卒

中　学　卒

技 術 部 次 長 同　　    　上

大　学　卒

２課以上又は構成員

20人以上の部の長。

職能資格等が上記部

の長と同等と認めら

れる部の長及び部長

級専門職（取締役兼

任者を除く。）

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考

前記部長に事故等の
あるときの職務代行
者。職能資格等が上
記部の次長と同等と
認められる部の次長
及び部次長級専門
職。中間職（部長－
課長間）
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人 歳 円 円 円

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  課  長

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  課  長 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事務課長代理

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技術課長代理 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  長

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)
職   種   名

２係以上又は構成員

10人以上の課の長。

職能資格等が上記課

の長と同等と認めら

れる課の長及び課長

級専門職

前記課長に事故等のある

ときの職務代行者。課長

に直属し部下に係長等の

役職者を有する者。課長

に直属し部下４人以上を

有する者。職能資格等が

上記課長代理と同等と認

められる課長代理及び課

長代理級専門職。中間職

（課長－係長間）

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

技  術  係  長 ※ ※ ※ ※

大　学　卒 ※ ※ ※ ※

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  主  任

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

技  術  主  任 同　　    　上

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

事  務  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒 ※ ※ ※ ※

技  術  係  員

大　学　卒

短　大　卒

高　校　卒

中　学　卒

係長等のいる事業所にお
ける主任。係長等のいな
い事業所における主任の
うち、課長代理以上に直
属し、部下を有する者。
係長等のいない事業所に
おいて、職能資格等が上
記主任と同等と認められ
る主任。中間職（係長－
係員間）

調 査
実 人 員

平 均
年 齢

備   考

係長等の職名を有す

る者又は係長級専門

職

事
　

務

　
・

　
技

　
術

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名

令和６年４月分平均支給額

き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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　その５　給与比較の対象外職種（規模計）

人 歳 円 円 円

電 話 交 換 手
見習、外国語の電話交
換手を除く。

自家用乗用自動車運転手

守 衛

用 務 員

大 学 学 長

大 学 副 学 長

大 学 学 部 長

大 学 教 授

大 学 准 教 授

大 学 講 師

大 学 助 教

高 等 学 校 校 長

高 等 学 校 教 頭

高等学校主幹教諭

高等学校指導教諭

高 等 学 校 教 諭

研 究 所 長
構成員50人以上の所の
長（取締役兼任者を除
く。）

研究部（課）長
２室（係）以上又は構
成員７人以上の部(課)
の長

研究室（係）長
構成員３人以上の室(係)
の長

主 任 研 究 員

下記研究員より上位の
者（研究所長の職名を
有する者、上記研究部
(課)長及び研究室(係)
長を除く。）

研 究 員 ※ ※ ※ ※

研 究 補 助 員

技
能
・
労
務
関
係
職
種

教
　
　
育
　
　
関
　
　
係
　
　
職
　
　
種

研

究

関

係

職

種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)
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人 歳 円 円 円

病 院 長 ※ ※ ※ ※
部下に医師又は歯科医
師５人以上

副 院 長
上記病院長に事故等の
あるときの職務代行者

医 科 長
部下に医師又は歯科医
師１人以上

医 師

歯 科 医 師

薬 局 長 部下に薬剤師２人以上

薬 剤 師

診療放射線技師

臨 床 検 査 技 師

栄 養 士

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

総 看 護 師 長
部下に看護師長５人以
上

看 護 師 長
部下に看護師又は准看
護師５人以上

看 護 師

准 看 護 師

令和６年４月分平均支給額

備   考き ま っ て
支 給 す る
給与(A)

(A)－(B)うち時間
外手当(B)

医
　

療

　
関

　
係

　
職

　
種

職   種   名
調 査
実 人 員

平 均
年 齢
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（ 参考１ ） 給与比較上の対応関係

行政職の職員の 対 応 民 間 職 種

職 務 の 級 企業規模500人以上の 企業規模100人以上 企業規模100人未満の

（ 主たる役職 ） 事業所 500人未満の事業所 事業所

９ 級 支店長、 工場長、

（ 部 長 ） 部長、 次長

８ 級

（ 統 括 次 長 ） 課 長 支店長、 工場長、

７ 級 部長、 次長

（ 次 長 ） 支店長、 工場長、

６ 級
部長、 次長

（ 課 長 ） 課 長 代 理 課 長

５ 級
課 長

（ 統括課長補佐 ）

４ 級
課 長 代 理 課 長 代 理

（ 課 長 補 佐 ） 係 長

３ 級
係 長 係 長

（ 係 長 )
２ 級

主 任 主 任 主 任
( 主事・ 技師 )

１ 級
係 員 係 員 係 員

( 主事・ 技師 )

（ 参考２ ） 公民比較における比較給与種目

民間給与 職員の給与

きまって支給する給与から 給料の月額（ 給料の調整額を含む。 )、 扶養手当、 管理職手当、

時間外手当及び通勤手当を 地域手当、 初任給調整手当、 住居手当、 単身赴任手当（ 基

除いたも の 礎額） 、 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当、 寒冷地

手当、 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当

（ 注） １ 「 きまって支給する給与」 と は、 基本給、 家族手当、 地域手当、 通勤手当、 住宅手

当、 役付手当等名称のいかんを問わず月毎に支給さ れるすべての給与をいう 。

２ 「 時間外手当」 と は、 超過勤務手当、 夜勤手当、 休日手当、 宿日直手当、 裁量手当

等勤務実績に対して支払われる手当をいう 。
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第６表　民間における初任給の改定状況

(単位：％)

増 額 据 置 き 減 額

（注）１　表中の初任給の改定状況の欄は、採用がある事業所を100とした割合である。

　　　２  （　）内は、令和５年の調査結果である。

大 学 卒

高 校 卒

初　任　給　の　改　定　状　況 採用なし採用あり
項目

学歴

第８表　民間における定期昇給の実施状況

(単位：％) 

増　額 減　額 変化なし

（注）１　ベース改定と定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。

　　　２　（　）内は、令和５年の調査結果である。

係 員

課 長 級

定 期 昇 給
制 度 あ り

定 期 昇 給
制 度 な し定 期 昇 給

実 施

前 年 比 定 期 昇 給
中 止

項目

役職

段階

第７表　民間における給与改定の状況

(単位：％)

　 ベースアップ実施 ベースアップ中止 ベースダウン
ベース改定
の慣行なし

（注）１　ベース改定の慣行の有無が不明及びベース改定の実施が未定の事業所を除いて集計した。

　　　２　（　）内は、令和５年の調査結果である。

係 員

課 長 級

役職

段階

項目
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第９表　民間における家族手当の支給状況

その１　家族手当の支給状況及び扶養家族の構成別支給月額

事　業　所　割　合

配 偶 者 11,244円

配 偶 者 と 子 １ 人 18,155円

配 偶 者 と 子 ２ 人 24,773円

子 １ 人 11,529円

子 ２ 人 19,115円

子 ３ 人 27,160円

（注）１　（　）内は、家族手当制度がある事業所を100とした割合である。

　　　２　「配偶者」、「配偶者と子１人」、「配偶者と子２人」の支給月額は、配偶者に家族手当を

　　　   　支給し、その支給につき配偶者の収入による制限がある事業所について算出した。

　　  ３　「子１人」、「子２人」、「子３人」の支給月額は、配偶者に家族手当を支給せず、子に家族

　　　　手当を支給する事業所について算出した。

その２　配偶者に対する家族手当の見直し予定の状況

事　業　所　割　合

（注）調査対象は、配偶者に家族手当を支給する事業所である。

税制及び社会保障制度の見直しの動向、他の
民間企業の見直しの動向、公務員の見直しの

動向等によっては、見直すことを検討

配偶者に対する家族手当を見直す予定はない
（検討も行っていない）

見　直　し　予　定　の　状　況

配偶者に対する家族手当を見直す予定
又は見直すことについて検討中

　備考　職員の場合、扶養手当の現行支給月額は、配偶者については6,500円（行政職給料表７級以下の

　　　職員に支給される額）、子については、１人につき10,000円であり、満16歳の年度初めから満22歳

　　　の年度末までの子がいる場合は、当該子１人につき5,000円が加算される。

支　給　の　有　無

家 族 手 当 制 度 が あ る

配偶者に家族手当を支給する

家 族 手 当 制 度 が な い

扶 養 家 族 の
構 成 別
支 給 月 額

子に家族手当を支給する
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第１１表　民間における賞与の配分状況

(単位：％)

一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分 一定率(額)分 考課査定分

冬 季

区 分
部 長 級 課 長 級 係 員

第１０表　民間における通勤手当の支給状況
(単位：％)

その１　在来線を利用する通勤者に対する通勤手当の支給状況

（注）（　）内は在来線の通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。

その２　新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者に対する特急料金を含む通勤手当の支給状況

（注）１　新幹線又は在来線の特急を利用する遠距離通勤者がいる事業所を100とした割合である。

　　　２　（　）内は特急料金を含む通勤手当を支給する事業所を100とした割合である。

特急料金を含む
通勤手当を
支給する

特急料金を含む
通勤手当を
支給しない全額支給

非課税限度額
（月15万円）

以上

非課税限度額
（月15万円）

未満
その他

在来線の
通勤手当を
支給する

在来線の
通勤手当を
支給しない全額支給 その他

非課税限度額
（月15万円）

以上

非課税限度額
（月15万円）

未満
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参考資料 ３

標標 準準 生生 計計 費費

令和６ 年４ 月の標準生計費

標準的な生活の水準を求めるため、 「 家計調査」 （ 総務省） 等に基づき、 標準生計費を費目

別、 世帯人員別に算定した。

標準生計費は、 次の費目に分類して算定している。 各費目の内容は、 それぞれ「 全国家計

構造調査」 、 「 全国単身世帯収支実態調査」 及び「 家計調査」 の次に掲げる大分類項目に対応

する。

食 料 費 食 料

住 居 関 係 費 住居、 光熱・ 水道、 家具・ 家事用品

被服・ 履物費 被服及び履物

雑 費 Ⅰ 保健医療、 交通・ 通信、 教育、 教養娯楽

雑 費 Ⅱ その他の消費支出（ 諸雑費、 こ づかい、 交際費、 仕送り 金）

第１ ２ 表　 金沢市における費目別、 世帯人員別標準生計費（ 令和６ 年４ 月）

１ 人 ２ 人 ３ 人 ４ 人 ５ 人

円 円 円 円 円

食 料 費 37, 150 47, 220 61, 370 75, 520 89, 680

住 居 関 係 費 47, 030 52, 710 48, 590 44, 470 40, 350

被 服 ・ 履 物 費 7, 450 6, 960 10, 620 14, 290 17, 950

雑 費 Ⅰ 22, 860 31, 350 48, 040 64, 740 81, 440

雑 費 Ⅱ 9, 550 17, 220 21, 640 26, 060 30, 490

計 124, 040 155, 460 190, 260 225, 080 259, 910

世帯人員

費 目
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